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議事日程（第５号） 

日程第 １  議案第 ３号 あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ２  議案第 ４号 あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ３  議案第 ５号 あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４  議案第 ６号 球磨郡公立多良木病院企業団規約の一部変更について 

日程第 ５  議案第 ７号 平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ６  議案第 ８号 平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ７  議案第 ９号 平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ８  議案第１０号 平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９  議案第１１号 平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１０  議案第１２号 平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１１  報告第 ７号 平成２６年度繰越明許費繰越計算書（一般会計）の報告について 

日程第１２  報告第 ８号 平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計予算繰越計算書の報告について 

日程第１３  報告第 ９号 平成２６年度繰越明許費繰越計算書（簡易水道事業特別会計）の報告につい     

              て 

日程第１４  報告第１０号 平成２６年度繰越明許費繰越計算書（下水道事業特別会計）の報告について 

日程第１５  同意第 １号 あさぎり町監査委員の選任同意について 

日程第１６  同意第 ２号 あさぎり町教育委員の任命同意について 

日程第１７  同意第 ３号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第１８  同意第 ４号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第１９  同意第 ５号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第２０  同意第 ６号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第２１  同意第 ７号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第２２  選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １  議案第 ３号 あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ２  議案第 ４号 あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ３  議案第 ５号 あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４  議案第 ６号 球磨郡公立多良木病院企業団規約の一部変更について 

日程第 ５  議案第 ７号 平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ６  議案第 ８号 平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ７  議案第 ９号 平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ８  議案第１０号 平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９  議案第１１号 平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１０  議案第１２号 平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１１  報告第 ７号 平成２６年度繰越明許費繰越計算書（一般会計）の報告について 

日程第１２  報告第 ８号 平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計予算繰越計算書の報告について 

日程第１３  報告第 ９号 平成２６年度繰越明許費繰越計算書（簡易水道事業特別会計）の報告につい     
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              て 

日程第１４  報告第１０号 平成２６年度繰越明許費繰越計算書（下水道事業特別会計）の報告について 

日程第１５  同意第 １号 あさぎり町監査委員の選任同意について 

日程第１６  同意第 ２号 あさぎり町教育委員の任命同意について 

日程第１７  同意第 ３号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第１８  同意第 ４号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第１９  同意第 ５号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第２０  同意第 ６号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第２１  同意第 ７号 あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第２２  選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

 

 

午前１０時００分 開議 

●議会事務局長（坂本 健一郎君）  起立、礼。おはようございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

日程第１ 議案第３号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１、議案第３号、あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第３号を提案いたします。あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について。あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することとする。平成２７

年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。提案理由でございます。介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号）の一部改正に伴い、所得の低い第１号保険者の介護保険料を減額するため、あさぎり町介護保険条

例の一部を改正する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求め

るため提出する。これが提案でございます。詳細につきましては、担当課より説明申し上げますので、どう

か審議の上可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  では、議案第３号、あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例について

説明申し上げます。まず概要について説明申し上げます。改正理由でございますけれども、先ほど提案理由

にもございましたとおり、介護保険施行令の一部改正に伴い、所得の少ない第１号被保険者の介護保険料を

減額するため、あさぎり町介護保険条例の一部を改正するものでございます。改正の内容でございますけれ

ども、低所得者の保険料の軽減を強化するということでございます。この財源は消費税を財源として充てる

ということになっております。第１号被保険者のうち、これ９段階ありますけれども、特に所得の低い第１

段階について、保険料の率を改正するものでございます。改正前におきまして、第１段階におきましては、

負担割合が基準額の０.５％、基準額は６,１００円でございますけれども、年額にしまして３万６,６００

円。これは３月の条例改正のとき申し上げましたけれども、第１段階におきましては３万６,６００円を今

後改正後におきまして、負担割合、基準額の0.45に改正するものでございまして、年額３万２,９４０円に

なるものでございます。新旧対照表をお願いします。今説明しました改正内容でございますけれども、条文

的には第２条に次の１項を加えるもので、第２項前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、
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３万２,９４０円とするものでございます。１ページの附則でございますけれども、施行期日は、１、この

条例は、公布の日から施行する。（経過措置）としまして、第２項としまして、改正後のあさぎり町介護保

険条例第２条第２項の規定は、平成２７年度の保険料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料につ

いては、適用しないということになっております。以上で、あさぎり町介護保険条例の一部を改正する条例

についての説明を終わります。よろしくお願いします 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第３号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

日程第２ 議案第４号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第２、議案第４号、あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第４号を提案いたします。あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部を改正する条

例の制定について、あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することとす

る。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。提案理由でございます。様式の変更に迅速に対応す

るため本条例の一部を改正する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の

議決を求めるため提出する。詳細につきましては担当課長より説明いたしますので、審議の上可決いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  保健環境課長。 

●保健環境課長（岡部 和平君）  あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部改正について、御説明申し上げます。

読み上げさせていただきます。あさぎり町鍼灸治療費支給条例の一部を改正する条例。あさぎり町鍼灸治療

費支給条例（平成１５年あさぎり町条例第１１３号）の一部を次のように改正する。第４条第１項中「（様

式第１号）」を削り、同条第２項中「（様式第２号）」を削る。様式第１号及び様式第２号を次のように改

める。様式第１号及び様式第２号、削除。附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。鍼灸治療

費支給条例支給については、現在総合窓口化とあわせまして、システムの更新を検討しているところでござ

います。交付申請書とそれから鍼灸受療券の様式を条例で定めておりますけれども、システム更新等に伴う

様式の変更に迅速に対応するため、条例から様式を削除して、詳細な手続等を規定する要綱に規定するため

の条例改正でございます。よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第４号を採決します。
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本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

日程第３ 議案第５号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第３、議案第５号、あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第５号を提案いたします。あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例の一部を改正す

る条例の制定について、あさぎり町ビハ公園キャンプ場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する

こととする。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。提案理由でございます。トレーラーハウス

の老朽化による入れ替えに伴い施設使用料を改定するため、本条例の一部を改正する必要がある。よって地

方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるため提出する。詳細につきましては、担

当課長より説明申し上げますので、審議の上可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  トレーラーハウスの老朽化に伴い、入れ替えることを当初予算で議決いた

だいております。このため、その準備をしておるところでございますが、それに伴いまして新しくなる分の

トレーラーハウスにつきましては、料金の改定をお願いしたいというものでございます。新旧対照表をご覧

いただきたいと思います。１番裏になるかと思います。１番最下段のトレーラーハウスというところをご覧

いただきますと、１泊（１台）３人までということで、１万８００円でございますが、これを１泊（１台）

４人までで、１万６,２００円にするものでございます。それに伴いまして、今回色んな料金等を明確にす

るために改定をお願いする分でございますが、上から２段目のフリーサイト、これが１泊というようなこと

で、金額については１,６２０円でございますが、金額の変更はございませんが、区分のところ１泊（１区

画）というようなことで、お願いをするものでございます。それからその下、バーベキューにつきましてが

１回というようなことで１,６２０円でございますが、これも料金の変更はございません。ただ区分のとこ

ろ１回（１テーブル）というようなことで、限定をさせていただくものでございます。この理由につきまし

ては、利用者の方から１泊２区画分使ってもいいんじゃないかとかいうような、その下のバーベキュー台に

つきましても、２テーブル使っとって１回だからというような、申し出があるというようなことから、この

部分を明確にするものでございます。以上、３点につきまして、改正をお願いするものでございます。以上

でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑ありませんか。６番、徳永議員。 

○議員（６番 徳永 正道君）  老朽化に伴う入れ替えということでございますが、古いやつ、７月１日から

施行としてありますが、管理者に問い合わせをしたところ、７月の１６・７日まで、間に合うか間に合わな

いかわからないと、１台は何とか間に合うかもしれないけど、あと１台がどうしても間に合わないかもしれ

ないということだったので、その時には旧料金を適用されるということですかね。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  この条例の中の第１１条第２項の中に、利用料金の額は別表に定める額を

上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定める額とするというような条文がございます。これを利用しま

して、若干導入までに時間のずれがある１台は、７月の頭にはどうにか入るだろうというようなことでござ

いますが、それ以降、段階的に入れていくというようなことになろうかと思います。その場合には、さっき

言いました１１条第２項を利用しまして、旧料金を適用するということで考えておるところでございます。
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以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。４番、小出議員。 

○議員（４番 小出 高明君）  ４番、小出です。今回のトレーラーハウスの入れ替えということで、既存の

トレーラーハウスの下取りとして出されるのか、処分の仕方をお尋ねいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  これは多分、公用車も同じだと思いますが、やり方としましては、あくま

でも下取りというような形じゃなくて、その物品を売買するというようなことで、財産収入として上がって

くるというようなことで理解しております。そのために、一たんその物につきましては、売買するというよ

うな形になろうかと思います。下取りというような考え方では、今のところ行わないということで、考えて

おるところでございます 

◎議長（橋爪 和彦君）  ４番、小出議員。 

○議員（４番 小出 高明君）  ということは、公募による入札ということですか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  公的機関というか、町の方のやり方といたしましては、公平な町民の方に、

公平な対応するということであれば、そちらのほうで行うべきだというふうに今のところ考えておりますが、

この辺につきましては今から、財産管理のほうとちょっと御相談いたしまして進めていきたいというふうに

考えております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第５号を採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（橋爪 和彦君）  起立多数です。したがって議案第５号は原案のとおり可決されました。 

日程第４ 議案第６号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第４、議案第６号球磨郡公立多良木病院企業団規約の一部変更についてを議題

とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第６号を提案いたします。球磨郡公立多良木病院企業団規約の一部変更につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、球磨郡公立多良木病院企業団

規約（昭和３０年熊本県指令地第５３７号）の一部を次のとおり変更することについて、議会の議決を求め

る。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。提案理由でございます。一部事務組合の共同処理す

る事務を変更し、規約を変更するためには、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要があ

る。これがこの議案を提出する理由である。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げますので、審

議の上可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  保健環境課長。 

●保健環境課長（岡部 和平君）  球磨郡公立多良木病院企業団規約の一部変更について、御説明申し上げま

す。朗読させていただきます。球磨郡公立多良木病院企業団規約の一部を変更する規約。球磨郡公立多良木

病院企業団規約（昭和３０年熊本県指令台５３７号）の一部を次のとおり変更する。第３条中第７号を第８
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号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。３号、訪問看護ステ

ーションの設置及び管理運営。附則といたしまして、この規約は、知事の許可の日から施行する、となって

おります。開けていただいて、新旧対照表ですけれども、共同処理する事務に第３号といたしまして、訪問

看護ステーションの設置及び管理運営を加えるものでございます。現在、公立多良木病院では、訪問看護ス

テーションをみなしという形で実施しております。これを知事の許可を受けてからでございますけれども、

本年１０月から正式に稼働させるための規約の一部変更でございます。これによって正式稼働ということで、

利用できる方の対象者が増えるということと、サービスの充実を図ることができるということでございます。

よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑ないですね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第６号を採決します。

本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 異議なしと認めます。したがって議案第６号は原案のとおり可決されました。 

日程第５ 議案第７号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第５、議案第７号、平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算第１号について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第７号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第１

号）平成２７年度あさぎり町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。（歳入歳出予算

の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３,５６５万３,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９７億４,２４２万４,０００円とする。以下、詳細につきましては、それぞ

れ担当課長ごとに説明申し上げますので、審議の上可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  それでは、平成２７年度あさぎり町一般会計補正予算（第１号）について

御説明させていただきます。１ページをお開けいただきたいと思います。第２項から読ませていだたきたい

と思います。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。（債務負担行為）第２条、地方自治法第２１４条の規

定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」によ

る。（地方債の補正）第３条 地方債の変更は「第３表地方債補正」による。５ページをお開けいただきた

いと思います。第２表 債務負担行為です。新地方公会計統一基準移行等支援業務委託料、２８年度から２

８年度まで、限度額として６５０万となっております。これについては、当初予算として６５３万１,００

０円組んで、固定資産台帳整備をすることで、固定資産台帳システム導入をするということで、２７年度な

っておりましたけれども、この事業は固定資産台帳整備等公共施設等総合管理計画策定ということになって

おりまして、公共施設等総合管理計画策定の平成２７年度から行うということになりましたので、債務負担

行為を設定するものです。次に６ページをお開けいただきたいと思います。第３表 地方債補正、道路整備

事業、これについては７８０万増額するもので、限度額として１億９,４９０万となっております。合併特
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例債を充てる予定でおります。消防施設整備事業、これは６００万円の増となっておりまして、限度額が１,

８８０万、これについては過疎債を充当するようにしております。それから学校施設整備事業、これは新設

ですけれども４,３１０万円です。内容としましては、岡原小学校プールの改修工事１,１４０万これは合併

特例債です。それから中学校普通教室棟屋根改修工事、これは３,１７０万で過疎債を充当することにして

おります。起債の方法、利率、償還の方法については、補正前と同じ条件になっております。続きまして、

企画財政課所管分御説明したいと思います。９ページをお開けいただきたいと思いますが、まず最初に歳入

ですが、上段の地方交付税、普通交付税１億２,５０５万５,０００円。今回の補正の財源として、１億２,

５０５万５,０００円を充てております。当初と今回の補正の合計ですが、４９億３,８５２万７,０００円

となっております。それから次に１０ページをお願いしたいと思います。２段目ですが、目２指定寄附金、

ふるさと寄附金６００万円の補正となっております。今現在ふるさと納付金額ですが、これ６月８日現在の

状況ですが、４８７万２,０００円。件数で３２７件の寄附をいただいております。当初３００万を計上し

ておりましたが、寄附が多くなってきておりますので、若干補正をさせていただきたいということで６００

万、今現在の倍程度の金額を補正させていただいております。それから１番下の町債について、土木債、消

防債、教育債、これについては、先ほど地方債の補正のところで説明をさせていただきましたので、省略さ

せていただきたいと思います。次に歳出の部です。１３ページをお開けいただきたいと思いますが、目７企

画振興費の中の節１９負担金補助及び交付金、スマートインターチェンジ整備促進協議会負担金１７７万８,

０００円です。これについては、今年度から用地取得が始まるということで、職員が不足するというふうな

理由から、錦町から派遣職員として１人、それから人吉の職員、再任用で１人を充足するというふうなこと

で、１７７万８,０００円の補正が出ております。それから次に、目８電子計算費の中の節１４使用料及び

賃借料、電算機器使用料３６万６,０００円、それから備品購入費１２万５,０００円、これについては総合

窓口の関係がございまして、今現在総合窓口に電算機器を置いて事務に当たっておりますが、電算機器が不

足している状況ですので、７台分をリースして、そして総合窓口の手続を充実させるというふうなことにし

ております。それから備品購入費の方は、窓口に来られた住民の方から職員の端末機が見える場合がござい

ます。それで、その目隠しのためにフィルターを購入しまして、それで電算が見えないようにするというよ

うなことで、個数が１７となっております。それから目１４基金費、節２５積立金ですが、ふるさと基金積

立金、これは先ほど歳入の方で説明いたしましたもので、６００万を積立金として計上しております。それ

からふるさと寄附対策費、これは寄附金が増加することに伴いますので、その寄附のお礼品、それから節１

３委託料で、ふるさと寄附代理納付システム委託料、１万１，０００円、それからふるさと寄附特産品発送

業務委託料５４万円を補正しておりますけれども、いずれもこれは、ふるさと寄附が増加するための経費と

して、ここに計上しておるところです。ふるさと寄附お礼品については、寄附の大体４割程度をお返しする

ようにしておりますが、発送とかで、若干経費がかかるために、若干多めの経費を補正しております。それ

からふるさと寄附代理納付システム委託料は、クレジットの決済の委託料というふうになっております。そ

れから、ふるさと寄附特産品発送業務、これについては業務委託しておりますので、そこの手数料というこ

とで、計上させていただいております。それから目１８地方創生費、節３職員手当等、時間外勤務手当とし

て１３万２,０００円計上しておりますが、これについては、今現在職員による地方創生のための地方版総

合戦略の政策検討をブレーンストーミングで行っておりますが、場合によっては時間外にする場合も出てき

ますので、そういったことで、時間外として計上させていただいております。それから節８報償費、総合戦

略推進会議謝金として６万９,０００円計上しております。今回の地方版総合戦略を策定するに当たりまし

て、住民及び産官学勤と言われる分野から、色々な意見を聞きなさいというふうなことになっておりますけ

れども、そういうことで、あさぎり町も、あさぎり町まち・ひと・仕事づくり推進会議というのを設置いた
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しまして、策定をしていくことになりますけれども、そのために、まちづくり審議会の委員さんと、それか

らそれに附則する報道関係、それから金融関係の方についてを補う必要がありますので、そういうことでこ

の報償費として、そういう関係の方に入っていただくための経費として、謝金を組んでおります。以上、企

画財政課の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  続きまして、総務課分の説明をさせていただきます。１２ページ歳出でござい

ます。款１議会費でございますが、まず節２、３、給料、職員手当等が上がっておりますが、今回の補正予

算、一般会計あるいは特別会計も含めてでございますが、この人件費関係、節２、３各項目に上がってまい

ります、この分につきましては、４月の人事異動がありました関係で、当初予算に計上いたしておりました、

それぞれの人件費を、今回それぞれ各目に入れ替えをしております。ということで、トータル的には後ほど

また詳細説明いたしますが、総額としては基本変わらない。各費目の入れ替え、あるいは特別会計との入れ

替え等もございますので、この人件費、節２、３につきましては、そういったことで現状に合わせたという

ことで、御理解をいただけばと思っています。議会費の節１８備品購入費でございますが、これは本会議場

もございますが、会議録システムの中で、マイク等の備品がございますが、本庁舎にございます備品のマイ

クにつきまして、議会以外の色んな会議に活用させていただいておりますが、若干不足しております関係で、

マイク関係をそのソフトを含めまして４セットと申しますか、４個ほど増設をさせていただきたい。そして

農業委員会の総会等も有効に活用させていただきたいということで、今の管理が議会事務局になっておりま

すので、この議会費の中で計上させていただいております。款２総務費でございますが、一般管理費につき

ましては、先ほどのということでございますが、この節２、３につきましては、それぞれ説明を割愛させて

いただきます。目６財産管理費でございます。節１１需用費、修繕料となっております。これは旧岡中の水

道の漏水、これはもう数カ月前から漏水ということであっておりまして、現在必要ないとこは閉めて、閉栓

をして対応しておりましたが、カ所が確定いたしましたのでその修繕を行って、今後の対応をするというこ

とでございます。節１３委託料でございます。測量委託料というふうに上がっておりますが、元の公営住宅

の並木元団地の跡地につきまして、現在の普通財産に移管しておりますけれども、今後公募等によりますと

ころの売却に向けまして、今回測量等を行いまして、その準備に着手するものでございます。測量委託料で

ございます。それから、ちょっと飛んでいただきまして２０ページでございます。款８消防費の中で、目３

消防施設費でございます。節１９負担金補助及び交付金、消火栓撤去負担金、これは川北地区で既に新しく

消火栓等の設置替えをしておりますが、旧古い消火栓が残っております。これも既に使用してない、邪魔に

なるというか、危ないということで、今回撤去をするものでございます。２１基分でございます。それと消

火栓設置負担金、これは新しく免田地区内で、上水道の改修等を行います時に合わせまして、消火栓を設置

するものでございまして、これは一応１０基を想定いたしております。負担金という形で６０万の１０基を

想定いたします。財源につきましては、先ほどありました地方債を予定をしているものでございます。それ

から２３ページ以下、給与費明細書がついております。２３ページ、特別職につきましては、今回補正ござ

いません。２４ページ以下、一般職でございますけれども、これ先ほど触れました主に今回、人事異動に伴

いますところの異動分で、こういった数字が出てまいります。数字として、例えば２４ページの総括表の中

の比較で、５１９万増という形に、比較表でなってるかと思いますが、これは主に特別会計との入れ替えで、

１名一般会計の方が当初予算比較でございますが、特別会計から一般会計に給与の支払い対象としては移動

してきております関係で増えておりますが、繰り返してございますが、総額では増額になっているものでご

ざいません。ということで御理解をいただきたいと思います。２５ページの明細につきましても同様にご覧

いただきたいんですが、１点だけ、２５ページの給料の中の、昇給に伴う増減分１５万というものございま
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すが、この分につきましては、先ほど異動とは別に、４月１日付けで、課長補佐昇格というのがあっており

ますので、その分につきましては、これは増額を総計、増額をいたしております。これは当初予算で想定を

してなかった分ということで、増額を今回したものでございます。以上、総務課分でございます。よろしく

お願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  福祉課所管の補正予算について説明申し上げます。１５ページをお願いしま

す。１５ページの最下段でございますけれども、款３民生費の項４災害救助費、目１災害救助費、１５０万

を補正予算を計上しております。これは主に、火災で被災された方への見舞金でございますけれども、毎年

１件分を計上しております。火災等が発生した場合には、一般会計の予備費より充用しております。その観

点で、事務の迅速化を図るために、今回住宅の全壊それから全焼した場合の３０万円の５件分を計上させて

いただきます。ちなみに平成２５年度におきましては、火災等が５件、１１５万円見舞金として支出してお

ります。それから２６年度におきましては６件、１７０万、見舞金としております。事務の迅速化を図るた

めに、５件分を計上させてもらいます。できれば火災がないのが１番ですけれども、そういう観点で補正を

させてもらいました。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  保健環境課長。 

●保健環境課長（岡部 和平君）  保健環境課所管の分について御説明申し上げます。９ページの方お開き下

さい。下の段ですけれども、款１５県支出金、目３衛生費県補助金、節６風しん予防接種助成事業補助金２

万５,０００円の補正でございますけれども、熊本県が実施いたします風しんの抗体検査によって、予防接

種が必要とされた方の接種費用を町が助成した場合に、町の助成額の２分の１を熊本県が補助するものでご

ざいます。２６年度新規事業として、熊本県が実施したものでございますけれども、２７年度も引き続き実

施するということで、補正計上させていただきました。次に１６ページをお願いいたします。歳出でござい

ますが、款４衛生費、目１保健衛生総務費は人件費でございますので、説明を割愛させていただきます。目

３、環境保全費でございます。節１３委託料９１万４,０００円の補正でございますが、蛍光灯などの有害

ごみの収集運搬業務にかかる、ごみ収集業務委託料２６万６,０００円と、本格実施を考えております事業

系生ごみに係る収集運搬業務委託料６４万８,０００円の補正でございます。平成２６年度においては、資

源有価物回収と有害ごみ回収を球磨衛生公社に委託しておりましたけれども、２７年度から資源有価物の回

収を町内の業者に委託することとした際に、有害ごみの回収業務が抜け落ちてしまいましたので、今回補正

させていただき、業務委託するものでございます。内容は四半期ごとに年４回の改修と、それからクリーン

プラザへの年２回の搬入の経費を計上させていただいております。それから事業系生ごみの収集運搬につい

ては、昨年１０月から飲食店等に協力をお願いして、試験的に実施しておりましたけれども、毎月一定量確

保できる見込みとなりましたことから、本格実施するということで収集運搬分を業務委託として、補正計上

させていただくものでございます。それから目６予防接種事業費、節２０扶助費、風しん予防接種助成金５

万円の補正でございます。歳入で申し上げましたけれども、風しん予防接種が必要とされ接種された方に対

して、費用の３分の２を町が助成するものでございます。平成２６年度の実績をもとに、対象者を１０名と

して、計上させていただいているところです。以上、保健環境課所管の説明を終わります。よろしくお願い

いたします 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  それでは、農林振興課分の補正予算の説明をいたします。歳入からとなりま

す。９ページをお願いいたします。目１農林水産事業費分担金の町営土地改良事業受益者分担金でございま

すけれども、これにつきましては、平成２６年度で実施しました、暗渠排水工事の受益者分担金の分割払い
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分の収入でございます。自己負担金の受益者分担金が高額となったために、分割払いを選択された農家１３

名分の分担金でございます。下から２行目、目４農林水産事業費県補助金の節１農業費補助金の多面的機能

支払制度推進費補助金でございますが、電算データの移行に伴う委託料への事務費補助金でございます。自

給飼料増産総合対策推進事業補助金につきましては、農事組合法人みらいと、日ノ出放牧利用組合が実施す

る事業に対する２分の１の補助金となります。節２林業費補助金でございますが、造林事業補助金につきま

して、当初予算では補助金を２,６７４万９,０００円ということで計上しておりましたが、県からの内示額

が２,２７０万１,０００円、１５％の減額となりましたので、４０４万８,０００円を減額するものでござ

います。間伐等森林整備促進対策事業補助金につきましては、県が行う平成２６年度補正の経済対策による

本年度限定の事業となりますけれども、３５年生以下の保育間伐を行い、通常は切り捨て間伐となるところ

は、出荷するということで、バイオマス等で活用しようとするものでございます。７３万円を計上しており

まして、面積につきましては本年度計画している造林事業の中で、４.２ヘクタール程度を計画していきた

いと考えておりますので、歳出の造林委託料の計上はないところでございます。次のページをお願いいたし

ます。目１財産貸付収入の、節３その他普通財産貸付収入の物品貸付収入でございますが、平成２７年度か

ら山林監視員、作業業務につきまして、森林組合に委託しておりますが、併せて森林組合へその時の車両や

備品等を貸し付けておりまして、その貸付収入となります。次に歳出をお願いいたします。１７ページでご

ざいます。目４農業振興費の節１９自給飼料増産総合対策推進事業補助金につきましては、農事組合法人み

らいと、日ノ出放牧利用組合が実施する、先進地研修やラップフィルム放牧資材の購入等への、県からの２

分の１のトンネル補助金でございます。節２３償還金利子及び割引料でございますが、青年就農給付金の経

営開始型事業補助金の返還金１５０万円でございます。昨年度末に１件辞退がございまして、平成２６年度

の後期分と繰越事業として計上しました平成２７年度の前期分につきまして、前年度で就農しております補

助金の返還分ということなります。目１１農業施設管理費の節１１修繕料でございますが、須恵諏訪原農村

公園のトイレにつきまして、トイレ周りを木々の根っこが、トイレの配管へ進入しておりまして、パイプが

詰まった状態となっており、使えない状態ということでございます。このためトイレのタイプにつきまして、

コンクリートで巻くということで、侵入を防ぐ修繕を行うものでございます。節１８備品購入費でございま

す。有機センターのダンプにつきまして、平成６年度建設当時に２台導入されておりますが、経年経過によ

り老朽化が激しくなっておりますので、１台ずつ順次更新するという計画にしまして、今回１台分を計上し

たものでございます。次に、目１２畜産事業費の節１９負担金補助及び交付金の、畜産振興事業補助金２２

０万円でございます。一つは肥育素牛導入助成金でございますが、現行では２万円を１０頭分として支出し

ているところでございますけれど、肥育農家が町内の肥育素牛を高く買うことで、繁殖農家への助けにもな

るというものでございますので、現在の１０頭から２０頭へ補助を積み増すものでございます。１２０万円

となります。２番目に繁殖牛保留補助金として繁殖農家におきまして、現在子牛が高いということで、繁殖

農家がなかなか導入ができないということで、導入をしない農家については、保留して優良牛を残す取り組

みということの方がいいのかなということで、１頭当たり５万円の補助をするものでございます。目１６多

面的機能支払制度事業費の、節１３委託料の多面的機能対象農地データー移行委託料、４５万４,０００円

でございますが、多面的機能支払制度の対象農地の管理につきましては、現行のシステムから農業委員会で

管理してる農家台帳のシステムへ、データ移行をお願いして、農家台帳のシステムで一元管理をしている経

費でございまして、事務費補助金の方から財源は出るものでございます。次に林業費でございます。目１林

業総務費でございますが、緑の少年団助成金の増額でございます。須恵小学校におきまして、新規に緑の少

年団の形成がありましたので、町の助成金を計上するものでございます。３年生から６年生までの３７人が

団員と聞いております。活動に必要な団旗、帽子、スカーフ等は県から支給される予定でございます。目３



- 110 - 

公有林整備事業費の需用費と、原材料費につきましては、本年度の植樹祭を実施する経費として、計上した

ところでございます。一応１００名程度で、秋の方に岡原、諏訪神社周りにつきましてつつじ等の低木を植

栽したいというふうに考えてるところでございます。以上で農林振興課の補正予算の説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（恒松 倉基君）  商工観光課関係の説明をさせていただきます。まず１８ページをお開きい

ただきたいと思いますが、目１商工総務費でございますが、節１９負担金補助及び交付金、住宅リフォーム

等補助金ということで、５００万円を計上させていただいておるところでございます。これにつきましては、

平成２６年度に消費税が５％から８％になったというようなことから、申請額、件数共に落ち込んでおると

ころでございます。このことから、大工さん達の仕事が減ってきたものというふうな推測のもとに、今回限

度額を２０万から５０万に引き上げるというようなことで、５０万の１０件分の増額させていただくという

ようなことでございます。ちなみに、今までのリフォーム補助金につきましては、１,０００万の予算計上

しておるところでございます。それからその下でございますが、目３駅前整備事業費、節１５工事請負費で

ございますが、これにつきましては、駅前整備の中で、ＮＴＴの電柱がなかなか抜けなかったということで

ございますが、それが今回抜けたというようなことから、今までやろうとしておった、工事の残工事分を今

回予算計上したものでございます。場所につきましては、ポッポー館前の駐車場がございますが、そこ付近

が５４.５１㎡、それから交差点付近の残工事分が２５.５㎡でございまして、合わせまして８０.０１㎡を

今回予算計上させていただいておるものでございます。工事内容につきましては、特殊なタイルを張るとい

うようなことで、県工事と合わせて行うというようなことで、県工事の方につきましては、今もう既に着工

しておりますが、できるだけ早く着工して、一緒に施工が終了できればなというふうに考えておるところで

ございます。これが４１９万円でございます。その下でございますが、目１観光費でございますが、節１９

負担金補助及び交付金、二つございますが、各種まつり補助金、これにつきましては、各種まつりというの

が、菖蒲祭りと夏祭りがございますが、この夏祭りの方でございます。人吉球磨の観光大使でございます中

原丈雄氏が、過去２年にわたりまして、球磨郡をコンサートされたというようなことでございます。本年度

につきましても、８月に山江、錦、あさぎりに来られるということから、あさぎりでは夏祭りに合わせて開

催をしたいというようなことで考えておるところでございます。夏祭りにつきましては、８月９日に予定を

しておるというようなことから、そのコンサートに関する経費分４３万８,０００円を予算計上させていた

だいたものでございます。その下でございますが、熊本観光プラットホーム構築事業負担金というようなこ

とで、これにつきましては県の事業でございまして、県が今までは九州新幹線の開通にあわせまして、観光

素材の商品化を行ってきたところでございます。今回市町村にもその門戸を広げるというようなことから、

手を挙げたところから行うというようなことであさぎり町では２７年度できないかというような相談をかけ

たところでございます。コースが３０万コースから１００万コースございまして、単年度で商品化、観光素

材の商品化ができるというふうなことは考えておりませんが、二、三年かけまして行うというようなことか

ら、この３０万コースでまずは始めさせていただきたいというようなことで、考えておるところでございま

す。それからその下でございますが、目２緑の街づくり事業というようなことで、菜の花プロジェクト補助

金というようなことで、２０万計上させていただいております。これは昨年度につきましては、県の補助金

をいただきまして、青年団の方で、さとモンプロジェクトという県の補助金でございますが、５０万いただ

きまして行った事業でございまして、岡留周辺に線路沿いに、菜の花を撒いたというようなことで、ちょう

ど春先につきましては、非常に特に観光列車であります田園シンフォニーの観光客に喜んでいただいたとい

うようなことでございます。昨年度９月２８日だったと思いますが、草払いを議員さん方も何人か出ていた

だきまして、お願いしたところでございますが、今年もその県の補助金がとれませんもんですから、町の方
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で若干規模を縮小して行うと。町の方でと言うか、町の方で補助金を青年団に出しまして、そして同じよう

な事業をするというようなことで、菜の花プロジェクト補助金として２０万円を計上させていただいたとこ

ろでございます。以上、商工観光課関係を説明させていただきました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  建設課長。 

●建設課長（石塚 保典君）  建設課分の説明を行います。９ページ歳入をお願いいたします。中ほどの表、

款１４国庫支出金、目３土木費国庫補助金、道路改良費補助金、減額の５,２００万７,０００円でございま

すが、これは平成２７年度の道路改良費補助金、補助対象事業費の補助率６５％、２億３,２０５万円、交

付金要望として申請いたしましたが、割り当て内示が４月にありまして、申請額の約７８％、１億８,００

４万３,０００円の内示で、５,２００万７,０００円の減額配分であったため、今回補正を行うものでござ

います。減額配分につきましては、県下一斉に始まった橋梁補修、それから舗装補修について、各町村から

の要望額が大きかったものと考えられます。次１０ページをお願いいたします。最下段目２土木債、道路橋

りょう債７８０万円の増額でございますが、先ほど説明しましたとおり、国庫補助金の減額内示によりまし

て、不足する一部財源を起債で補うため、増額補正をお願いするものでございます。１９ページをお願いし

ます。１番上の表ですが、目２道路維持費、１３委託料、設計委託料の減額８００万円、これは橋梁の補修

設計委託費の一部減額補正で、当初予算で深田地区のきたぜ橋、牛隠橋の設計費を計上しておりましたが、

この２橋につきましては、今年３月、２６年度の繰越事業として、国の補正予算がつきましたので、当初予

算から減額するものでございます。その下の調査設計委託料３００万円でございますが、深田地区の広域農

道、フルーティロード、荒茂交差点につきまして、地元から改良要望が上がっております。今回の補正で交

差点の安全対策に伴う、調査設計を行うための委託料をお願いするものでございます。その下の１５工事請

負費２,５４０万円の増額でございます。これは当初予算におきまして、国の交付金を活用して、舗装補修

工事１億１,７００万を予定しておりましたが、歳入で御説明しましたとおり、交付金の減額配分に伴いま

して、舗装工事費２,３００万円を減額するものと、各地区からの道路側溝改修、それから道路補修等の要

望があっておりますので、その工事費４,８４０万円の追加補正で、差し引き２,５４０万円の増額補正でご

ざいます。要望があっております主な工事箇所としましては、上地区の今井の集落内道路の拡幅舗装工事費

１,０００万円、免田吉井地区しまむら横の排水路改修工事費１,８００万円、岡原竹野地区舗装補修工事２

８０万円でございます。それから目４道路改良費、減額の１,３００万円でございます。このことにつきま

しても、交付金の減額配分によりまして、上地区の堂の下線歩道整備、それから岡原地区の岡原免田線の歩

道整備工事、合わせまして当初７,６００万円を予定しておりましたが、施工延長の短縮と事業の見直しに

より、今回１,３００万円減額するものでございます。次に款７、目１住宅管理費、１３委託料、住宅内保

全管理委託料２６９万５,０００円ですが、これは上地区の塚之脇団地の生け垣植栽委託料をお願いするも

のでございます。目２住宅建設費、設計委託料３６０万円につきましては、町営住宅の長寿命化計画により

まして、深田地区の柴田団地の改修設計費としまして、３００万円、それから岡原地区の婦津原団地の解体

工事の設計委託費６０万円、合わせまして３６０万円の増額補正です。それから１５工事請負費３００万円

につきましては、委託料で説明しましたが、岡原地区の婦津原団地の解体設計委託料をお願いいたしました

が、設計が終わり次第、住宅の解体を行いたいと思いますので、二戸の解体費用をお願いするものでござい

ます。以上、建設課分につきましての説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  説明の途中ですが、ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時１４分 
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◎議長（橋爪 和彦君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。執行部より予算説明を継続します。上下水道

課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  それでは、上下水道課所管分の説明をさせていただきます。歳出予算で１

６ページをお願いいたします。ページ中ほどの目９簡易水道費、これは簡易水道事業特別会計の補正に伴い

まして、事業費の一般財源として、繰出金を計上したものでございます。その下の目１１水道費、これは人

事異動によりまして、職員に支払われる児童手当が不用となりましたので、それを減額するものでございま

す。１９ページをお願いいたします。最下段の目１下水道費、これは下水道事業特別会計予算の補正に伴い

まして、事業費及び公債費の財源として、繰出金を計上したものでございます。上下水道課分、以上でござ

います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  教育課長。 

●教育課長（甲斐 龍馬君）  教育課所管について、説明申し上げます。９ページをお願いいたします。まず

歳入からでございますが、最下段の目６教育費県補助金でございます。学校体育・健康教育関係研究推進校

補助金１０万円でございますが、平成２７年度から２カ年間、免田小学校が県の食育推進校の指定を受ける

こととなりました。それに伴います調査研究に対する補助金でございます。続きまして１０ページをお願い

いたします。中ほどになります。目３雑入でございますが、学校給食・食育推進校補助金２０万円でござい

ます。先ほど説明申し上げました免田小学校の食育推進指定に伴いまして、県の学校給食会の方からの調査

研究に対する補助金が、交付されたということで２０万円を計上いたしております。続きまして歳出の方に

２０ページをお願いいたします。下段の方になりますけれども、項２小学校費、目１学校管理費でございま

す。節８報償費の中で、食育講演会謝金３万円と、その下の費用弁償４万円、その下の消耗品費２３万円。

この３つにつきましては、歳入で説明申し上げました免田小学校の食育推進指定に係る調査研究経費として

計上いたしております。今回は調査研究の目的が一緒ということで、県の推薦を受けまして、国のスーパー

食育スクール事業の指定も同時に受けることとなりました。内容といたしましては、外部専門家を活用しな

がら、企業と連携して科学的データに基づく検証を行い、食育の充実を図るとこういう取り組みになります。

ただし、文科省の指定につきましては、事業費は県で予算化をいたしておりますので、本予算の方には計上

いたしておりません。続きまして節１１需用費の食糧費１０万円でございます。本年度から各学校に保護者

と地域の方々が参加する、学校地域づくり協議会を設置し、教育課題の共有化、またはそれらの解決に向け

ての話し合い等を行う、熊本版コミュニティスクールに取り組むこととしております。よりスムーズに協議

会の推進ができますよう、各学校に自由に使える食糧費ということで、１校当たり２万円の予算措置をした

ものでございます。活用例といたしましては、協議会のメンバーの方が子供たちと一緒に給食をとったりす

る時の、その給食費の負担分に充当したり、色々会議等の飲食費というようなことで、茶菓子代ということ

で充当をできればなというふうに考えております。続きまして、節１４使用料及び賃借料でございます。事

務機器リース料６万８,０００円でございますが、免田小学校の拡大印刷機が設置１３年を経過し、交換部

品も製造されていないということから、今回新たにリースとして計上したものでございます。続きまして、

節１５工事請負費でございます。１,２００万円計上いたしておりますけれども、岡原小学校の大プール内

の表面塗装の剥離、それとかクラックが見られまして、漏水とか塗装片による怪我の危険性もあることから、

今回補修工事を行うものでございます。続きまして、節１９負担金補助及び交付金、太陽光発電計量器取替

工事負担金７３万５,０００円でございます。町内小学校に設置しております太陽光発電の計量器の有効期

限切れが本年切れとなります。従いまして、その計量器の交換が本年度中に必要になったということから、

計上したものでございますが、本年４月以降に交換します計量器につきましては、九州電力の資産となり機
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器代については九電が負担をいたします。ただし機器の取り替え費用については、設置者である町が負担す

ることとなっております。本年度対象となりますのは免田小学校、岡原小学校、須恵小学校の３校分でござ

います。１校当たり２４万５,０００円ということで、最大の見積額ということで、今回は計上いたしたと

ころでございます。続きまして、２１ページになります。項３中学校費、目１学校管理費でございます。節

１１需用費、食糧費２万円でございますが、これにつきましては小学校同様、学校地域づくり協議会活動を

推進するための食料費ということで計上いたしております。その下の設置監理委託料１７０万円、工事請負

費３,０００万円についてでございますけれども、あさぎり中学校の既存の普通教室棟につきましては、建

築後３０年を経過し、雨漏りが多数見受けられております。その屋根の改修を行うための費用ということで

計上いたしました。設計額につきましては、当初予算に計上いたしておりますけれども、今回監理委託料と

工事請負費として計上いたしたものでございます。続きまして、項４生涯学習費、目１生涯学習総務費でご

ざいます。これにつきましては、人件費でございますため省略をいたします。目２公民館費でございますが、

公民分館等施設整備費補助金４４万５,０００円を計上いたしております。それぞれ３月の地区総会等を経

て、取り組むこととなりました分館の整備に係る補助金ということで、計上いたしております。今回補正で

計上いたしましたのは、５分館分でございます。塚之脇につきましては、外壁改修。秋時につきましては、

雨戸シャッター。下永里につきましては、トイレ改修の増額分。西別府につきましては、畳取替えとカーテ

ン取り替え。上永里につきましては、倉庫解体撤去ということで、５分館分の事業費に対する補助金として

計上いたしました。続きまして、目３文化財保護費でございます。人吉球磨日本遺産活用協議会負担金５０

万円を計上いたしておりますけれども、先般１０市町村の連名で申請し、日本遺産の認定を受けたところで

ございます。現在文化庁への補助金申請の手続中ではございますけれども、日本遺産の活用に向け、管内の

自治体、民間の関係団体が一体となって取り組むための協議会を設立をいたしました。当面活動資金がない

ということから、各自治体から均等に５０万円を負担支出いたして、年度末に人口割等を考慮し、精算する

計画でございます。そのための各自治体の負担金５０万円ということで計上いたしております。続きまして、

最下段の目２体育施設費でございます。設計委託料といたしまして１４５万６,０００円を計上いたしてお

ります。森園サッカー場が平成２９年度に人吉球磨で開催されます、県民体育祭のサッカー競技会場に内定

いたしましたことから、コートの改修に合わせ維持管理上の課題、あわせて今回解消したいと考えておりま

す。そのための設計委託料として計上しております。計画しております事業といたしましては、既設の芝の

一部張り買え、いわゆるリニューアル工事。それとクレイコートへの芝生の増設、排水側溝の改修、避雷針

の設置、ベンチや観覧席の設置等の事業を計画しているところでございます。教育課所管については以上で

ございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありま

せんか。はい、１番、加賀山議員。 

○議員（１番 加賀山 瑞津子さん）  はい、１番、加賀山です。３点お伺いします。１３ページ、企画財政

課です。目１７、ふるさと寄附金対策についてが１点目です。今回報償費としてお礼の品３３０万円という

ことで計上されておりますが、実際にどういう要望が、お礼の品としてどういう要望が多いのか、それと、

１６ページ、保健環境課です。予防注射について計上してございますが、前回、ワクチンなしの予防接種が

ありまして、その後１件ずつまわりまして、保護者の方に再度の予防接種の要望があれば対応しますという

ことでございましたけど、今回予算の計上がなかったので、関連になると思いますが、計上してないのはな

ぜかっていう点が１点です。それと、１７ページ、トイレ施設管理費についてですが、１１の農業施設の管

理費で、先ほどトイレのですね、根っこの話が出ておりますが、結構町内のそういう施設があると思うんで

すが、定期的なその調査とかっていうのがどういう形で行われているのか、把握の状況とかができているの
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か、３点お伺いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  ふるさと寄附金の御礼の品ということなんですが、４月から始まりまして、

現在までということで、先ほど４８０万程度の寄附が入ってるというふうな話をさせていただきましたけれ

ども、４月から始まったということで４月初めはイチゴ関係が非常に人気がありまして、それできた経緯が

あります。その後はメロン関係ですかね、今現在はそういった時期が過ぎておりますので、肉とか、そうい

った方向で来てるかというふうに思います。年間通じて、季節でとれるものですかね、そういったものにつ

いて、要望が高いようです。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、保健環境課長。 

●保健環境課長（岡部 和平君）  はい、予防接種過誤に対応するところの補正予算の計上がないということ

ですけれども、対象者の方が選ばれたのが、集団接種の日程に合わせてきていただくっていうことと、それ

から個別に病院に行って個別接種をされる方ということで、予算としては医薬材料費、ワクチン代ですね。

それと、委託料になりますけれども、個別接種医療機関の委託料が必要になることかと思います。ただし、

現在の予算のところで予算内で対応できるということで今回は補正しておりません。ただですね、インフル

エンザのワクチンが、今回今まで３価という３種類の混ぜたワクチンだったんですけど、ことしは４価のワ

クチンになるということが決まっております。４価になれば当然単価が上がると思いますけれども、まだ今

のところその金額がわかっておりませんので、その金額がわかればその分の医療機関の委託料も含めてです

けれども、補正をお願いすることになろうかと思っております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、農業施設管理費におけるトイレ等の定期的な検査でございますが、浄

化槽の点検とかでですね、そういったときに報告をいただいたところでございますが、例えば下水道につき

ましては、特に定期的な検査は行っていないところでございまして、使えない状態になったときに、そこを

調査するという形になっておるとこでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １番、加賀山議員。 

○議員（１番 加賀山 瑞津子さん）  はい、企画財政課でですね町内のいろんな農産物っていうことでお答

えいただきましたが、もし対応ができない場合に、どういう対応を考えていかれるのかなと思いまして、肉

は年間にありますけれど、ぜひお返しをいただくときに、またアンケートをとっていただいて、なるだけた

くさんの方にご利益があるようにっていうことで町長の答弁が以前あったと思いますので、お願いしていき

たいと思います。それからインフルエンザの件、予防注射の過誤の件ですが、やっぱ私たちはこの予算の分

をですね、ただするすると聞くのではなく、以前あったことに対しての後の事後報告っていうのをちゃんと

聞きながらチェックしていかなければいけないなと思っておりますので、今後、先ほどまたそういう場合が

出たときには報告の方をお願いしていきたいと思います。あとトイレの件ですが、実は５月の２２日、ちょ

っと地元のことになるんですが、たまたま木でトイレの周りのところをですね、フェンスしてあるところに

行きましたらシロアリで非常に危ない状態でしたので、すぐに役場のほうに相談いたしましたら、次の日に

はもう触るな危険という文字のカードで対応はしていただいております。なかなか予算計上がすぐにはでき

るものじゃないかなと思いますけど、公共の施設の部分に、例えば子供たちがそこにさわって怪我したりと

か事故があったりとかいうことが、またあるのではないかと思いますので、やっぱり整備の計画っていうか、

定期的なチェックっていうのは必要ではないかなと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これは１番２番も全部返事がいっとですかね。 

○議員（１番 加賀山 瑞津子さん）  ２番と３番だけお願いします。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  保健環境課長。 

●保健環境課長（岡部 和平君）  はい、事故の発生の報告をいたしましたけれども、その後の対応の報告を

するべきだということでございますので、適切に報告するようにしたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、トイレのですね、トイレに限らず施設につきましては、職員の方でで

きるだけまわりたいと思いますが、トイレにつきましては、清掃委託等も行っておりますので、そちらのほ

うからもですね、報告いただくようにお願いしたいというふうに考えているところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １番、加賀山委員。 

○議員（１番 加賀山 瑞津子さん）  はい、たくさんの方がかかわっていただいているので、それなりの報

告も多いと思いますが、できましたら例えば清掃の際に、周辺部もチェックしてくださいとか、再度声かけ

いただければ、なおさらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、６番、徳永議員。 

○議員（６番 徳永 正道君）  はい、１７ページのですね、農林水産業費の目の１２、畜産事業費なんです

けれども、今子牛の価格が非常に高騰しております。そういった中で、昨年の暮れでしたですかね、畜産部

会との意見交換会の折にですね、子牛のもと牛が非常に高いと、もちろん肥育農家も大変でしょうけれども、

優良牛を残していく上において、導入牛のですね、助成金が１頭当たり１０万ですかね。そうすると保留牛

に関しては６万円と、６万円ですか。５万円ですか。それで、是非ですね、導入牛と同一価格にお願いでき

ないだろうかという要望があったんですね、買うにしてももちろん保留にするにしてもそれはもう一緒じゃ

ないだろうかというような観点からおっしゃったんでしょうけれども、そこらあたりはどういうふうな思い

を持っていらっしゃいますでしょうかね。そのいわゆる町長もですね、所信表明の中でですね、畜産事業の

推進という項目があるんですけれども、この中で現行の補助事業に加え、町畜産協会と協議をし補助事業を

拡充すると、文言が入っておりますから、是非是非そこあたりは、畜産生産者あたりの希望を聞いていただ

ければというふうに思うところでありますが、いかがでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  はい、畜産協会とですね、お話をしながらというのは当然のことだと思って

おります。今回の補正予算につきましては、導入牛に１０万円、保留牛に５万円という部分でですね、今も

と牛が高いということで導入したくてもちょっと買えないと、いうことで、自分のところの保留するのに、

例えば今１頭ずつでございますけれども、導入をしないところには、例えばもう１頭、保留をさせていただ

きたいとかいう話ございましたので、その分を今回の補正予算で追加したところでございます。保留に対し

て導入と同じ価格という部分につきましてはですね、畜産協会ともあと財政のほうともですね、相談させて

いただきながら、考えていくという形になるのかなと考えているところでございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ６番、徳永委員。 

○議員（６番 徳永 正道君）  永井議員も一般質問でですね、畜産事業の充実を図ってほしいというような

要望がございました。それに対して町長もですね、前向きな御答弁をいただいております。是非是非ですね、

やっぱり基幹産業ですから、その内容の充実に対してはですね、積極的な取り組みをお願いしたいところで

ございます。町長、いかがでしょう。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい。そのとおりと思ってます。今回ですね、一部補正予算させていただきました

けど、畜産を営んでいただいてる方々とは、ときどき話をしながら進めておりまして、まずは今回提案した
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内容で提示させていただいて、あとですね、今、この前畜産関係で、この場で指摘もあってましたけど、私

も事があるとき、つまり畜産関係の方がいらっしゃるときにはですね、今後の畜産の支援のあり方について

今いろいろ聞いております。各市町村ごとに先般も言いましたように、さまざまにその支援の措置が変わっ

てますので、こういったこともですね、よく整理をしてできるだけ近い段階で本当はもっと統一的な取り組

み、市町村ごとでの取り組みはできんかなと考えています。いずれにしてもそういった動きを見ながらです

ね、今の市場の変化等を含んで本当に畜産農家が継続して仕事をしていただけるような取り組みをですね、

考えていきたいと思います。今回の案については、まず提案の内容で進めさせていただいた上で、次の展開

は再度もう少し検討していくということできょうのところは答弁とさせていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい、１１番です。２点お伺いいたします。ページが１２ページになり

ます。中学校の漏水箇所を発見した上での修理についてでございます。もう一点２１ページのカントリーパ

ークの管理の件に関して質問いたしますけど、始めにですね、岡原中学校の漏水が発見されて、ようやく修

繕の段階に入るということでございますが、どこ辺に、なかなか発見が難しかったって言われた場所なんで

すけど、その発見した場所がどこなのか、そして、今後、学校として使用してきた場合は管路を全体に張り

めぐらす必要があるんでしょうけど、かなり老朽化してきますと、またどこから漏水するかわからない状況

で、今度は今工場に使っていただいておりますけど、必要なところにやっぱり管は配管してだからその今後

そういう無駄がないように、単なるその対症療法的に修理をしていくのか、それとも学校に使ってたみたい

な管路の修理をずっとしていくのかまずはその点について一点伺いたいと思います。次はカントリーパーク

が維持管理の課題解消ということとあわせまして、芝生面積もかなり増設されるようでございますが、この

年間の維持費に関する金額は、今後来年度に向けて増額される予定なのか、以上２点伺いたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  まず１点目についてお答えをしたいと思います。旧岡原中学校で漏水があって

なかなか対応がおくれておりました。具体的には今回やっとと申しますか、漏水箇所３箇所、一応特定をい

たしております。具体的には駐輪場が１箇所、それから体育館周りで１箇所、教室周りで１箇所でございま

して、駐輪場につきましてはですね、修繕で対応したほうが安くと申しますか、費用対効果で修繕という対

応方法を選んでおります。体育館周りそれから教室等につきましてはですね、修繕というよりも部分的な敷

設替え、のほうが結果的にそちらの方が費用対効果がいいだろうということで、そういう業者さんとのです

ね、協議見積もり等もいただきまして、そういう対応を今回予定をしておるところでございます。今御指摘

の、今後、いろんなこういった遊休施設の中で漏水等が出た場合どうするかということで、それはまたケー

スバイケースで対応を考えるべきことになってくるかと思いますが、基本的にはですね、不必要と申します

かあえて修繕しなくてもいいところはですね、もう止めて、そして必要なところへつないでいくということ

でですね、いいんではないかというふうに認識をしております。ただ先ほど言いましたように、修繕と敷設

替えと方法考えておりますが、最終的にはやっぱり個別の部分部分でですね、考えていくべきことというふ

うには思っております。極力むだのないようにということで、基本的に対応すべきものと考えております。 

◎議長（橋爪 和彦君）  教育課長。 

●教育課長（甲斐 龍馬君）  森園カントリーパークの新事業についてでございますけれども、先ほど御説明

申し上げましたとおり、現在のクレーコートにティフトン芝の増設をいたします。そういったことで、芝管

理費が現在の管理費用よりも高くなるということで、維持管理費については、次年度以降現在よりも高額な

予算の計上というような形で考えております。以上です。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  私が心配することなくてですね、その水道管の修理に関しましてもちゃ

んと考えていただいて、全館にただ漏水箇所だけおさえて後また全部に水を流すということじゃないような

ことで、安心しております。必要でないところはですね、やはりそういうふうに工場に使われるなら工場向

きにやはり配管を将来的に考えておかないと、中学校のとき使ってる分すべて流すとやはりまたもう古くな

っている管ですので、漏水する、またそこをおさえていくということで、そういうむだな部分に水を流すこ

とも考えられたもんで、この質問いたしました。森園に関しましてね、また、あそこには多分グランドゴル

フをされてたところに芝を張っていただくということで、喜ばれると思いますけど、やはり最低限の管理費

だと思うんですね今の芝の管理カントリーパークの予算では。今後ともやはり維持管理していただくために

は、やはりそこのところにも考慮いただきまして、管理していただきたいと思っています。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１４番、溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  今回はふるさと基金額が御礼が出ておりますが、このふるさと基金の条例

を見ますとですね、今回ちょっと気づいたのは、インターネット等でも寄附をしていただければお返しをし

ますというのがもう大前提になっておりますですよね。そのことによって、多くの皆さん方が寄附をしてい

ただいている。そうであるならば、この寄附金条例を見直しといいますか見直さんでもこの解釈といいます

か、６つの事業があるわけですが、６番目に前各号に掲げるもののほか町長が別に定める事業とあります。

で、何が私が言いたいのかといいますと、寄附金をしていただいたその金額の中からお返しをするというの

が、すじではないのかなという思いがするわけです。今回は一般財源でお返しをしておられるんで、それが

果たして本当にいいのかなって思うんです。だから、条例の中にですね、せっかくありますから私は寄附者

に対しましてですね、地域産品のＰＲの事業、こういったことも１項目入れながらしますと、要は目的には、

その地域が活力に満ちたふるさとづくりに資すると、いうことでありますんで、地域産品をいろんな形にＰ

Ｒしていくことによっては、私は町の活力に相当つながると思うんです。ですから、一般財源からでなくし

て、寄附金をいただいたその中から出していくのが適当な姿ではないのかなと思います。１回そのふるさと

基金には当然入れないかんです。条例がありますから。その中から事業としてお返しをしていく。そういう

姿がいいんじゃないのかなと私は思うんですけれども、解釈の違いといいますかね、その辺は明確にしとっ

たほうがいいんじゃないのかなと私は思うんですけども、でないと、一般財源から出していくのが適当なの

かわかりませんが、お答えいただければと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  寄附金の御礼についてなんですが、私ちょっと考えることに、寄附は寄附

と、それからお礼はお礼と分けたほうがいいんじゃないかなというふうな感じでおります。で、寄附をされ

る方はその町の先ほど言われたように地域の活性化とか、そういったものを目的として寄附をされるという

ことですし、お礼というと、これは町としてその方に対するお礼としてやるというふうなことになるかとい

うふうに思いますので、そこは分けて寄附は寄附でいただいて、そしてお礼という形で、町のほうからする

と、このお礼については必ずしなければならないというふうなことにはなってなくて、町の判断でやってい

ることなんですね。ということであれば、一般財源であさぎり町をＰＲというか、そういったことにも絡ん

でくるかというふうに思いますが、そういった特産品を贈ることによってですね。そういうことですので、

そこの区分けと言いますか、そこは基金とそれからお礼のほうと、分けてさせていただければというふうに

思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  １４番、溝口議員。 
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○議員（１４番 溝口 峰男君）  もう最初からお返しをしなければならないという規定はないと今先ほど、

今年から作ったわけですよね、もうお返ししますよと。４０％ですか４割近くのものをお返ししますという

ことは、もう明確にしてあるわけです。返さんでもいいですよということでなくして。それは明確にしたわ

けでしょ、今回。そしてなおかつ、じゃ幾らしてもらえば、こういうものをお返ししますよって、単位決め

てあるわけでしょ。この範囲でいただければ、これだけの物をお返しします。だから希望する人たちも、希

望すれば、これだけのものをもらえるんだということをもう皆さん思っておられます。だから、インターネ

ット全国調べていいところに、お返しの中身を見てですね、寄附をされてる方も相当数おられます。ですか

ら私は、そうであるならば、そのお返しの金額の品を一般財源から出すというのが果たしていいのかなって、

いう思いがするんです。返さんでもいいよっていう話もありますけれども、返しますということを明確にし

たわけですから、その辺を整理されてもいいんじゃないかなと思いますけれども。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町長。 

◎議長（橋爪 和彦君）  一つの提案だと思うんですよね。提案といいますか、確かに基金はもらってますか

らね。そういう中でお返しするというのもできますよね。だから、いずれにしても町にお金が入ってきて、

一般財源で出すか、それでだすか、ここはですね、私も少し整理した方がいいと思いますので、少し時間い

ただけませんですか。県とかですね、いろいろとこと含めて１番いい形にしてみたいと思いますので、一つ

の考え、してみたらどうかということで、今日は受けとめさせてください。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、ほかに質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、８番、山口議員。 

○議員（８番 山口 和幸君）  はい、８番山口です。実は今回の予算を見させていただいて、全体的に感じ

たことなんですけども、今年は統一選挙の年ということで、いわゆる骨格予算を組まれて、今回肉づけをさ

れたというふうに思うんでありますが、全体的な評価をすると愛甲色が出ていないというような感じを受け

ました。もちろん、７月分の交付税の本算定が終わりませんと、財政の見通しも立ちませんので、そのあた

りの事情はあるかもしれませんけども、やはり一般的に考えると、骨格予算があって今回は肉づけ予算にな

るんで、ある程度のメリハリのきいた補正をしていいと私思うんですよね。そのあたりが少しこう物足りな

さを感じました。したがいまして、今回はこれで仕方ないといたしましてもですね、交付税の本算定が終わ

りましたならば、９月の補正に向けてですね、いわゆる町長が所信表明をなさったことが、やはり予算に反

映されてくるということが、私は今回町長が町民の方々に約束されたことだと思うんですよ。そのあたりの

町長のお考えをお聞かせいただけばと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  素直に御指摘いただきまして、ありがとうございます。私もですね、今言われたよ

うに、もう少し全面的に出していきたいという思いは大きく持ってました。ただやっぱり４月の選挙があっ

てですね、その間で６月に予算あげて、行う部分については、少し検討に時間が足らんという部分もあって

ですね、踏み込みができていないというのは私も感じております。ですから、今地方創生も動いてますけど、

そこら辺でですね、町民の皆さんももう少し期待値がある、つまり、もっと動いてほしいという感じを受け

てますので、今言われたことはしっかり受けとめてですね、補正であっても、できることはお願いしていく

と、予算に出して動きとかけるという気合でですね、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、３番、久保議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  ３番久保です。１０ページの中ほどのふるさと寄附金について、これは多い

ですけど今日は、ふるさと寄附金についてお尋ねします。６月８日で寄附額が４８７万円ということで、こ
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れあたりの実績を見ますと、約年間ではもうざっくり言って２,０００万以上は来るだろうというふうな予

想がたつわけですけれども、その中で、今回の補正が６００万増の９００万円となっております。非常に消

極的な部分が見えるんですけれども、これは何か根拠がありますか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  ふるさと寄附金の収入ということなんですが、これについてはいろいろ課

内で議論はしました。ただ４月はじめは、イチゴとかそういったものが出てまして、非常に人気があったと

いうことで、寄附が非常にこう伸びてます。４月で２６０万程度、それから５月が１６０万程度ですかね、

の寄附をいただいてます。そういうことで、今後１年間通したときにどれだけ入ってくるのかというのが非

常にこう見通しがつかない状況で、課内でも議論したわけなんですが、今後、今現在入っている金額の倍程

度組んでおいて、そして今後の推移を見ながらですね、また補正をお願いしたいなというふうな気持ちで、

今回は、補正を上げさせていただいています。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ３番、久保議員。 

○議員（３番 久保 尚人君）  はい。そしたらですね、どんどん補正が出ていくような形で、出るような形

でやはり魅力的な産品が並ぶように、努力していただくようお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから、議案第７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎議長（橋爪 和彦君）  起立多数です。したがって議案第７号は原案のとおり可決されました。ここで休憩

いたします。午後は１時３０分より再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（橋爪 和彦君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第６ 議案第８号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第６、議案第８号、平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算第１号

についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第８号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算

（第１号）平成２７年度あさぎり町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９万２,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億７,６６１万７,０００円とする。平成２７年６月９日提出、あさ

ぎり町長愛甲一典。詳細の内容につきましては、担当課長より説明申し上げますので、審議の上可決いただ

きますようよろしくお願いいたしま。 

◎議長（橋爪 和彦君）  福祉課長。 
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●福祉課長（小見田 文男君）  平成２７年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第１号）について説明

申し上げます。まずもってすいません。訂正をよろしいでしょうか。先ほど町長が朗読しました、平成２７

年度あさぎり町特別会計補正予算（第１号）の、１ページ２段目ですけれども、申し訳ございません。これ

も本当に初歩的なミスですけれども、平成２７年度あさぎり町の介護保険特別「会」が抜けております。会

を挿入しましての、補正予算の提案としてよろしいでしょうか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  お諮りします。会が抜けているということで、会を加えていただいて原案とするこ

とに異議ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。従いまして、会を入れたものを原案といたします。福祉課長。 

●福祉課長（小見田 文男君）  すいません、申し訳ございませんでした。続いて、説明していきたいと思い

ます。まず１ページの２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。７ページをお願いします。まず、歳出の方から説

明したいと思っております。款４の地域支援事業、目１地域包括支援センター管理費につきましては、人件

費の補正でございます。目３任意事業費２６万円計上しております。これは介護相談員の謝金として計上し

ておりますけれども、この設置の目的は介護サービス事業所等で利用者の話を聞き、相談等に応じる活動。

それから定期的に相談員を派遣することにより、利用者等の疑問、不満または不安の解消及び介護サービス

の質的な向上を図ることを目的に設置するものでございます。相談員２名分の謝金として２６万計上するも

のでございます。６ページをお願いします。歳入でございますけれども、先ほどの歳出の増減補正がござい

ましたけれども、それに伴います国３９％、県１９.５％、残り町負担を計上したものでございます。款３

の国庫支出金で３万６,０００円、款５県支出金で１万８,０００円、款８で繰越金で３万８,０００円を財

源として補正するものでございます。以上で補正予算について説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第８号を採決します。

本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって議案第８号は原案のとおり可決されました。 

日程第７ 議案第９号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第７、議案第９号、平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算第１号

についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第９号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算

（第１号）第１条、平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。以下、詳細の内容につきましては、担当課長より

説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  それでは、平成２７年度あさぎり町水道事業特別会計補正予算（第１号）

について、説明をさせていただきます。１ページの第２条から読み上げさせていただきます。第２条、平成

２７年度あさぎり町水道事業特別会計予算第３条に定めた収益的収入支出の予定額を次のとおり補正する。
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収入。科目、第１款、事業収益、補正前の額６,９８９万７,０００円。補正額１５８万円、計７,１４７万

７,０００円。支出、科目、第１款、事業費用、補正前の額６,７９７万７,０００円、補正額５９７万２,０

００円の減、計６,２００万５,０００円。次ページをお願いいたします。第３条、予算第４条本文括弧書き

の全文を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２,２４１万７,０００円は、過年度損益勘定留

保資金１,１４４万４,０００円、減債積立金４３９万７,０００円及び当年度分消費税資本的収支調整額６

５７万６,０００円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入支出の予定額を次のとおり補正する。

収入、科目、第１款、資本的収入、補正前の額４万５,０００円、補正額７,０７０万円。計７,０７４万５,

０００円。支出、科目、第１款、資本的支出補正前の額７４２万７,０００円、補正額８,５７３万５,００

０円、計９,３１６万２,０００円。次ページをお願いします。企業債、第４条、企業債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的、上水道整備事業、限度額６,４７０

万１,０００円。起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年３％以内、ただし、利率見直し方式で借り

入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、償還の方法、政府資金に

ついては、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、財政

の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借款することができる。第５条、

予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。科目、職員給与費、補正前の額２,０９３万５,０００

円、補正額２１０万３,０００円の減、計１,８８３万２,０００円。第６条、予算第７条に定めた他会計か

らの補助金の金額を次のように改める。科目、他会計補助金、補正前の額４２万円。補正額４２万円の減、

計０円です。詳細につきましては、１１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の収入でございま

す。目２他会計補助金、これは職員の異動により職員にかかる児童手当に要する経費が不用となったため、

減額するものでございます。目３消費税還付金、配水管敷設替工事等の実施を補正で行いますので、仮払消

費税が仮受消費税より多くなり、消費税及び地方消費税が還付となる見込みとなったため、計上するもので

ございます。次ページをお願いいたします。支出でございます。目４総係費は職員の給与にかかわるもので

ございます。目２消費税及び地方消費税、これは消費税及び地方消費税が還付となる見込みのため、当初予

算を全額減額するものでございます。次ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入でございます。

目１企業債、これは敷設替工事の財源としての企業債の借り入れ額を、計上したものでございます。その下

の目１工事負担金、としまして、配水管の敷設替えに伴いまして、消火栓１０基分の工事負担金を消防の方

から負担いただくものでございます。１４ページをお願いいたします。支出でございます。目１配水設備整

備費の節１工事請負費として、お手元に配っております、資料の１ページの太線部分ですが、久鹿及び二子

地区老朽化した配水管敷設替え２０００ｍと、それに伴う消火栓及び給水管の敷設替えの工事としまして６,

８５０万円。あさぎり駅前交差点改良工事に伴います、玉屋横の里道入り口から、上村石油までの国道部分

を、配水管の敷設替工事費としまして１３３万５,０００円でございます。節２委託料としまして、工事費

であげました久鹿及び二子地区の配水管敷設替工事等に伴います、測量設計業務の委託を計上したものでご

ざいます。８ページをお願いいたします。キャッシュフロー計算書でございます。１の業務活動によるキャ

ッシュフローとしまして、２,４３１万７,０００円。２の投資活動によるキャッシュフローとしまして、８,

２７２万２,０００円のマイナス。３の財務活動によるキャッシュフローとしまして、６,０３０万５,００

０円。資金増加額１９０万円。資金期首残高１億６,３６６万７,０００円。資金期末残高１億６,５５６万

７,０００円。次ページをお願いします。予定貸借対照表でございます。資産の部、資産合計としまして、

５億９,１６０万５,０９１円。負債の部の負債合計としまして１億６,３８６万９,７１５円。資本合計とし

まして４億２,７７３万５,３６６円、負債資本合計５億９,１６０万５,０８１円で、負債資本合計と資産合

計が同一となっております。水道事業特別会計補正予算説明は以上でございます。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

ないですね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第９号を採決します。

本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって議案第９号は原案のとおり可決されました。 

日程第８ 議案第１０号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第８、議案第１０号、平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算

第１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第１０号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号）平成２７年度あさぎり町の簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。（歳入歳出予算の補正）第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２０７万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,３１７万円とする。平成２７年６月９日提出、あさぎり町

長愛甲一典。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  平成２７年度あさぎり町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明

をさせていただきます。１ページの第１条、第２項から読み上げさせていただきます。２、歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。詳細につきましては、まず７ページの歳出の方から説明をさせていただきます。目１一般管理

費は、職員の異動に伴う給与費等の補正でございます。その下の目１建設費は、節１５工事請負費としまし

て、資料２ページのこれは上川北地区の整備をした区域を表示しているだけでございますが、その上川北地

区の整備完了によりまして、地区内の整備前に設置されておりました不用となった仕切り弁５５カ所、消火

栓２１カ所の撤去工事としまして、６６万円。資料３ページの柳別府地区で、配管状況が不明な既設配水地

間約５０メーターでございますが、敷設替１５５万円でございます。目２維持管理費は、節１５工事請負費

として、岡原第１及び皆越浄水場軟水化装置の樹脂の入れ替え９０万２,０００円、上南浄水場周りのフェ

ンスが腐食して、倒壊寸前の部分がございますので、取り替え工事としまして１５８万円、上南浄水場観測

ろ過地の、ろ過の入れ替え工事を昨年度１地行っておりますが、残りの１地につきまして、ろ過の入れ替え

を行うものでございます。１,３４９万９,０００円を予定しております。説明は以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。

ないですね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第１０号を採決しま
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す。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

日程第９ 議案第１１号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第９、議案第１１号、平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正予算第

１号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第１１号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計補正

予算（第１号）２７年度あさぎり町の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,３０６万７,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９０５万円とする。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛

甲一典。詳細の内容につきましては、担当課長より説明申し上げます。審議の上、可決いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  平成２７年度あさぎり町下水道事業特別会計計補正予算（第１号）の説明

をさせていただきます。まず１ページの、第１条２項から読み上げさせていただきます。２、歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算

補正」による。（地方債の補正）第２条地方債の変更は「第２表地方債補正」による。それでは３ページを

お願いいたします。第２表の地方債補正でございます。平成２７年度下水道事業の建設債を１,７７０万円

増額、資本費平準化債を１７０万円減額し、限度額の計２億３,９３０万円とするものでございます。起債

の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。歳入歳出につきまして、７ページ

の歳出から説明をさせていただきます。目２下水道維持費の主なものとしましては、給与関係の補正と、節

１１需用費としまして、深田内山地区にありますマンホールポンプ場のポンプが１基と水位計が現在故障し

ておりますので、その修繕料として１５９万円を計上するものでございます。節２３償還金利子及び割引料

としまして、下水道受益者分担金の過誤納付金還付加算金の返還金として、計上したものでございます。こ

れは、下水道受益者分担金の徴収猶予の取り扱いを協議した中で、建物等の建っていない土地につきまして

は、賦課が無効だろうということで判断しております。そのために、既に３件のそういう土地の納付がござ

いましたので、それについての還付をするための、予算を計上したものでございます。目４下水道建設費の

主なものとしましては、節１３委託料として須恵文化ホール駐車場の一角に、ＪＡが建設を予定されており

ます、福祉施設への汚水管渠築造工事にかかる測量設計２４０万円と、須恵石坂地区下水道汚水管渠築造工

事に係る測量設計１２０万円でございます。節１５工事請負費として、ＪＡ建設予定の福祉施設への汚水管

渠築造工事費８００万円、須恵石坂地区下水道汚水管渠築造工事８００万円、上永山地区汚水管渠築造工事

１,２９０万円でございます。施工カ所につきましては、資料の４ページに記載しております。節１９負担

金補助及び交付金として、球磨川上流流域下水道建設事業費が、国の補助金の内示によりまして、耐震補強

等の工事を予定していたものが予定できない状態になりましたので、当初の予定より６９６万２,０００円

を減額することとなったため、負担金を減額するものでございます。最下段の目１元金は、地方債から一般

財源へと財源の組み替えを行うものでございます。６ページをお願いします。歳入でございます。目１下水

道事業一般会計繰入金は、歳出補正に伴う一般財源として、一般会計から繰り入れをしていただくものでご

ざいます。その下の目１下水道事業債は、単独事業に係る下水道事業債の１,７７０万円の増と、資本費平

準化債を１７０万円減額するものでございます。説明は以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。討論を終わります。これから議案第１１号を採決します。本

案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

日程第１０ 議案第１２号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１０、議案第１２号、平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予算第

１号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  議案第１２号を提案いたします。平成２７年度あさぎり町上財産区特別会計補正予

算（第１号）平成２７年度あさぎり町の上財産区特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１７万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,９７３万４,０００円とする。平成２７年６月９日提出、あさぎ

り町長愛甲一典。詳細の内容につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  農林振興課長。 

●農林振興課長（片山 守君）  平成２７年度上財産区特別会計補正予算書１号の説明をさせていただきます。

まず１ページから、引き続き読ませていただきます。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。詳細につきましては、６

ページからお願いしたいと思います。歳入からとなります。目１財産区使用料でございますが、山林監視及

び作業員につきましては、４月から森林組合に委託したところでございますが、車両予備費につきまして、

貸付を行っているところでございます。この貸付料につきまして、使用料ではなく財産収入で計上すべきで

ございましたので、中段の目１財産貸付収入へ組み替えを行うものでございます。次に、目１県補助金の、

節１財産区補助金の造林事業補助金でございます。これは町有林と同じく当初予算では補助金を１,６６７

万１,０００円ということで見込んで計上しておりましたが、１,２２４万３,０００円、２６％の減という

ことで、内示となりましたので、４４２万８,０００円を減額するものでございます。間伐等森林整備促進

対策事業補助金につきましては、県の単独事業となります。通常切り捨てる間伐材を活用し、搬出すること

で、バイオマス等へ活用しようとするものでございます。今年度計画している造林事業の中では、財産区分

につきましては、面積が不足しますので、１４ヘクタールほど間伐面積を追加して、実施するものでござい

ます。基金繰入金につきましては、財産区の財政調整基金繰入金４６０万７,０００円を、造林事業補助金

が減額となりましたことで、財源が不足するために繰り入れるものでございます。歳出につきましては７ペ

ージとなりますが、目１財産造成管理費の、造林委託料３１７万９,０００円でございます。間伐等森林整

備促進対策事業補助金として、県が行う平成２６年度補正の経済対策による今年度限定の事業となりますが、

３５年生以下の保育間伐を行い、通常は切り捨て間伐となるところを出荷することで、バイオマス等へ活用

するというものでございます。約１４ヘクタールを追加予定とし、１８ヘクタールで実施するという計画で

やっております。以上で、上財産区特別会計予算の説明を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第１２号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

日程第１１ 報告第７号～日程第１４ 報告第１０号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１１、報告第７号、平成２６年度繰越明許費繰越計算書一般会計の報告につ

いてから、日程第１４、報告第１０号、平成２６年度繰越明許費繰越計算書下水道事業特別会計の報告を一

括して行います。提出者の報告を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  報告第７号、平成２６年度繰越明許費繰越計算書、下記のとおり報告します。平成

２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。報告第８号、平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計予算

繰越計算書、地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額、下記のとおり報告いたしま

す。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。報告第９号、平成２６年度繰越明許費繰越計算書、

簡易水道事業特別会計を下記のとおり報告します。平成２７年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。報告

第１０号、平成２６年度繰越明許費繰越計算書、下水道事業特別会計、下記のとおり報告します。平成２７

年６月９日提出、あさぎり町長愛甲一典。各報告内容について、詳細の内容については、各担当課長より報

告いたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  企画財政課長。 

●企画財政課長（神田 利久君）  それでは、平成２６年度繰越明許費繰越計算書、一般会計の分について、

説明をいたしたいと思います。説明の内容についてなんですが、翌年度繰越額一般財源が同額の場合は、一

般財源の部は、読み上げを割愛させていただきたいと思います。それから事業の繰り越しの理由についても、

割愛させていただきたいというふうに思います。それではまず最初に、庁舎改修事業についてですが、翌年

度繰越額ですが７,９３７万７,０００円。財源の内訳ですが、地方債が４,２１０万円。これは合併特例債

です。それから、その他３,７１３万８,０００円。これは公共施設整備事業基金をあげております。それか

ら一般財源が１３万９,０００円となっております。次に地域情報通信基盤整備推進事業防災告知設備設置

工事１４５万８,０００円です。次に個別受信機追加工事を４１万１,０００円。次に人口ビジョン・総合戦

略策定事業、これは地方創生関係ですが、繰越額は１,２８２万７,０００円。国県支出金が１,０００万、

一般財源が２８２万７,０００円。次に生活応援商品券事業、これも地方創生です。１,９５８万２,０００

円。国県支出金が１,５４４万８,０００円、一般財源が４１３万４,０００円。次に、子育て応援商品券事

業、これも地方創生です。８４５万円。国県支出金が２５４万円、一般財源が５９１万円となっております。

次に、経営体育成支援事業助成金４,７６３万３,０００円。国県支出金で４,７６３万３,０００円となって

おります。農業施設管理費修繕料５６万３,１６６円。農業支援センター事業、地方創生関係です。４９４

万３,０００円、国県支出金が４００万、一般財源が９４万３,０００円。おまけ付き商品券発行事業助成金、

地方創生関係です。２,２５０万円、国県支出金で２,２５０万円。販路開拓強化事業、地方創生関係です。

１,４５７万１,０００円、国県支出金で１,２５７万１,０００円、一般財源２００万です。観光振興対策事

業、これも地方創生です。６８７万、国県支出金が６１１万８,０００円、一般財源が７５万２,０００円。

結婚子育て支援事業、これも地方創生です。５５０万５,０００円、国県支出金で５５０万５,０００円。道

路維持事業５００万円、橋梁補修事業２,２１０万、国県支出金が９９０万円、地方債８１０万、合併特例
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債もある予定です。一般財源が４１０万。道路改良・歩道整備事業３,５１８万４,３００円、国県支出金が

１,３００万円、地方債が２,０２０万、これも合併特例債です。一般財源が１９８万４,３００円。特別支

援学級備品購入費４３万６,０００円、給食センター設備修繕費１２８万４,０００円、公共土木施設災害復

旧事業８０万円、翌年度繰越額合計ですが、２億８,９４９万４,４６６円。国県支出金が１億４,９２１万

５,０００円。地方債の合計が７,０４０万円、その他の財源として３,７１３万８,０００円、一般財源が３,

２７４万１,４６６円となっております。以上報告いたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  報告第８号、平成２６年度あさぎり町水道事業特別会計予算繰越計算書で

ございます。款１資本的支出、項１建設改良費、事業名、配水設備整備事業、予算計上額５９０万円、支払

義務発生額３５４万６,２７２円、翌年度繰越額１３９万５,３６０円、左の財源のうち、損益勘定留保金額

１３９万５,３６０円、不用額９５万８,３６８円、説明としましては、吉井地区の国道に配水管を敷設する

工事で、国道を交通規制する際の交通誘導員が、交通誘導警備業務検定合格警備員を１人以上配置する必要

がありましたため、その確保が困難であったため、繰り越しをしたものでございます。次の報告第９号、平

成２６年度繰越明許費繰越計算書でございます。款２事業費、項１事業費、事業名、配水管敷設替工事、金

額として７７０万９,０００円、翌年度繰越額７６９万２,０００円、左の財源の内訳としまして、既収入特

定財源６４万８,５４２円、これは消火栓の負担金を前もっていただいたものでございます。一般財源とし

まして７０４万３,４５８円でございます。次の報告第１０号、平成２６年度繰越明許費繰越計算書でござ

いますが、款１事業費、項１事業費、事業名、汚水管渠築造工事、金額６,７００万円、翌年度繰越額６,５

６２万４,６５６円、左の財源内訳としまして、国県支出金２,４７４万２,６１３円、地方債３,７８０万円、

下水道事業債でございます。一般財源としまして３０８万２,０４３円、以上でございます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  報告が終わりました。それぞれについて質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで報告を終わります。 

日程第１５ 同意第１号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１５、同意第１号、あさぎり町監査委員の選任同意についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  同意第１号、あさぎり町監査委員の選任同意について、あさぎり町監査委員を次の

とおり選任したいので、議会の同意を求める。平成２７年６月１５日提出、あさぎり町長愛甲一典。選任お

願いする方の、住所、氏名等です。住所、熊本県球磨郡あさぎり町免田東１８６番地、氏名、山本司、生年

月日、昭和２７年２月２４日生まれ、提案理由でございます。あさぎり町の監査委員を選任するため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものである。以上、

同意提案を申し上げますので、どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提出者の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから同意第１号を採決します。

この採決は無記名投票で行います。議場の出入り口を閉じます。ただいまの出席議員数は１５人です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、立会人を指名します。立会人に１番、加賀山議員。２番、橋本議員を指名し

ます。 
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◎議長（橋爪 和彦君）  投票用紙を配ります。念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成、反対の方は

反対と記載願います。また、白票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  配付漏れなしと認めます。投票箱を点検いたします。異状なしと認めます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。投票漏れありま

せんか。投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  開票を行います。加賀山議員、橋本議員、開票の立ち会いをお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  投票の結果を報告します。投票総数１５票。有効投票１５票、無効投票０票です。

有効投票のうち賛成１４票、反対１票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第１号あさぎり町

監査委員の選任同意については、同意することに決定しました。 

日程第１６ 同意第２号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１６、同意第２号、あさぎり町教育委員の任命同意についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  同意第２号、あさぎり町教育委員会委員の任命同意について、あさぎり町教育委員

会委員を次のとおり任命したいので、議会の同意を求める。平成２７年６月１５日提出、あさぎり町長愛甲

一典。同意を求める方の住所、熊本県球磨郡あさぎり町須恵６２２番地２、氏名、澤田光徳、生年月日、昭

和２９年１１月６日生まれ、提案理由でございます。あさぎり町教育委員会委員を任命するため、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定より、議会の同意を求

めるものであります。以上、提案いたしますので、審議の上可決いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提出者の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  はい、１３番、田原議員。 

○議員（１３番 田原 健一君）  はい、前のときも言えばよかったんですけど、略歴等についてちょっと御

紹介いただきたいと思います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい。略歴を申し上げます。昭和４８年３月３１日、県立球磨農業高等学校卒業、

職歴でございます。昭和４８年４月１日、中球磨構造改善事業組合、に入られてます。昭和４９年４月１日、

上球磨消防組合のほうに入られております。そして、平成２０年１０月１日、上球磨消防組合の消防課課長

補佐。平成２３年４月１日に同副署長、平成２４年１０月１日、同消防課課長。平成２５年４月１日、同消

防長。そして、平成２７年３月３１日をもって退職をされています。以上、簡単ですが報告いたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから同意第２号を採決します。

この採決は無記名投票で行います。ただいまの出席議員は、議員数は１５人です。 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、立会人を指名します。引き続き、１番、加賀山議員。２番、橋本議員を指名

します。投票用紙を配ります。念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成、反対の方は反対と記載願い

ます。また、白票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなします。投票用紙の配付漏れはありませんか。
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配付漏れなしと認めます。投票箱を点検いたします。異状なしと認めます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。投票漏れはあり

ませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  開票を行います。加賀山議員、橋本議員、開票の立ち会いをお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  投票の結果を報告します。投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票０票です。

有効投票のうち賛成１５票、反対０票。以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第２号、あさぎり

町教育委員の任命同意については、同意することに決定しました。 

日程第１７ 同意第３号～日程第２１ 同意第７号 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第１７、同意第３号から日程第２１、同意第７号までのあさぎり町固定資産評

価審査委員会委員の選任同意については、関連がありますので、一括議題といたします。提出者の説明を求

めます。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  同意第３号、あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について、あさぎ

り町固定資産評価審査委員会委員を次のとおり選任したいので、議会の同意を求める。平成２７年６月１５

日提出、あさぎり町長愛甲一典。選任いただく方の住所、球磨郡あさぎり町上東１,３６９番地の４、氏名、

藤川友行、生年月日、昭和２６年１２月２０日生まれ、同意第４号、同意いただく方の住所、熊本県球磨郡

あさぎり町免田東４,０２３番地、氏名、中野愼一郎、生年月日、昭和２３年７月２４日生まれ、同意第５

号、同意いただく方の住所、熊本県球磨郡あさぎり町岡原北６８番地、氏名、永椎浩二、生年月日、昭和２

２年１月２３日生まれ、同意第６号、同意いただく方の住所、熊本県球磨郡あさぎり町須恵４,８３７番地、

氏名、佐藤祐恵、生年月日、昭和４２年３月２８日生まれ、同意第７号、同意いただく方の住所、熊本県球

磨郡あさぎり町深田東２,３７３番地、氏名、田山忠、生年月日、昭和２４年９月２４日生まれ、提案理由

でございます。あさぎり町固定資産評価審査委員会委員を選任するため、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものである。以上、提案申し上げますので、同

意をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  ただいまの町長の提案理由に、若干の補足追加をさせていただきます。まず同

意３号、藤川さんにつきましては、住所の行政区といたしまして、永山地区になります。今回新任というこ

とでお願いいたします。それぞれの現在の職業または職歴等も若干御説明いたします。藤川さんにつきまし

ては、現在専業農家として、主に葉たばこの生産ということで、農業に従事をいただいておるところでござ

います。同意４号、中野さんにつきましては、行政区といたしましては築地地区でございます。今回再任と

いう形でお願いいたしております。職歴につきましては、球磨衛生設備管理公社に３０年間ほど在職されま

して、平成２４年７月２４日に退職をされておられる方でございます。同意第５号、永椎さんにつきまして

は、同じく住所の行政区といたしましては、別府地区になります。今回再任でお願いをいたしたところでご

ざいます。職歴といたしましては、熊本県の方の職員さんとして、４２年間在職されまして、平成１９年３

月３１日に御退職をされております。同意第６号、佐藤祐恵さんにつきましては、今回新任ということで、

お願いをするものでございます。行政区といたしましては、屯所地区でございます。現在専業農家といたし

まして、主にイチゴ等の生産に従事をされております。 

○議員（１５番 久保田 久男君）  トマト。 

●総務課長（小谷 節雄君）  トマト等の生産をされておるようでございます。同意第７号、田山忠さんでご

ざいますが、行政区といたしましては庄屋地区になります。今回再任という形でお願いをするものでござい

まして、職歴といたしまして、人吉球磨広域行政組合に３９年間在職されまして、平成２２年３月３１日に
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御退職になられておるとこでございます。以上、補足説明とさせていただきます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  提出者の説明が終わりましたので、これから同意第３号から同意第７号までの質疑

を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。同意第３号から同

意第７号まで討論がなければ直ちに採決を行いたいと思いますが御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって討論がなければ直ちに採決を行うことに決定しま

した。同意第３号から同意第７号まで討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  討論なしと認めます。これで、同意第３号から同意第７号までの討論を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これから議案別に採決を行います。この採決は無記名投票で行います。ただいまの

出席議員数は１５人です。次に、立会人を指名します。同意第３号から同意第７号まで、引き続き１番、加

賀山議員、２番、橋本議員を指名します。同意第３号から同意第第７号の投票用紙を配ります。なお、投票

用紙は同意第３号から同意第７号まで、１枚の用紙となっています。念のため申し上げます。本案に賛成の

方は、それぞれの欄に賛成、反対の方は反対と記載願います。また、白票及び賛否が明らかでない投票は否

とみなします。投票用紙の配付漏れはありませんか。 

◎議長（橋爪 和彦君）  配付漏れなしと認めます。投票箱を点検します。異状なしと認めます。 

◎議長（橋爪 和彦君）  ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。投票漏れはあり

ませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

◎議長（橋爪 和彦君）  開票を行います。加賀山議員、橋本議員、開票の立ち会いをお願いします。 

◎議長（橋爪 和彦君）  同意第３号の投票結果を報告します。投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票

０票です。有効投票のうち賛成１５票、反対０票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第３号、

あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、同意することに決定しました。 

◎議長（橋爪 和彦君） 同意第４号の投票結果を報告します。投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票

０票です。有効投票のうち賛成１５票、反対０票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第４号、

あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任に選任同意については、同意することに決定しました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  同意第５号の投票結果を報告します。投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票

０票です。有効投票のうち賛成１５票、反対０票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第５号、

あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、同意することに決定しました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  同意第６号の投票結果を報告します。投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票

０票です。有効投票のうち賛成１５票、反対０票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第６号、

あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、同意することに決定しました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  同意第７号の投票結果を報告します。投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票

０票です。有効投票のうち賛成１５票、反対０票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第７号、

あさぎり町固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、同意することに決定しました。議場の出入

り口を開きます。 

日程第２２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

◎議長（橋爪 和彦君）  日程第２２、選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

◎議長（橋爪 和彦君）  諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって
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指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しまし

た。 

◎議長（橋爪 和彦君）  お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって議長が指名することに決定いたしました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  指名推薦名簿は配付のとおりです。選挙管理委員には鶴田稔彦君、丸山春美君、北

川一之君、福永喜一君、以上の方を指名します。 

◎議長（橋爪 和彦君）  お諮りします。ただいま議長が指名しました方を、選挙管理委員の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがってただいま指名しました鶴田稔彦君、丸山春美君、

北川一之君、福永喜一君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  次に、選挙管理委員補充員には次の方を指名します。第１順位、村山幸典君、第２

順位、尾方光秀君、第３順位、愛甲栄二君、第４順位、沖松学君、以上の方を指名します。 

◎議長（橋爪 和彦君）  お諮りします。ただいま指名しました方を、選挙管理委員補充員の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なし認めます。したがってただいま指名しました第１順位、村山幸典君、第２

順位、尾方光秀君、第３順位、愛甲栄二君、第４順位、沖松学君、以上の方が順序のとおり、選挙管理委員

補充員に当選されました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  お諮りします。本定例日の会議で議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の整

理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（橋爪 和彦君）  異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字その他の整理を議長に委任す

ることに決定しました。 

◎議長（橋爪 和彦君）  これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。平成２７年度あさぎり町

議会第２回会議を閉会します。 

●議会事務局長（坂本 健一郎君）  起立願います。礼。お疲れ様でした。 

 

午後 ２時５２分 散会 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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